
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」第23条5項の規定に従い、
下記事業所に於ける労働者派遣事業に係る情報を以下のとおりお知らせ致します。

令和 6 年 7 月 1 日 から
令和 7 年 6 月 30 日 まで

       〒１３０－８６０６

１　派遣労働者の数

２　派遣先の数

３　料金に関する事項

　

４　派遣労働者教育訓練に関する事項

off-JT 有給

off-JT 有給

off-JT 有給

off-JT 有給

労働者派遣事業に係る各種情報

¥21,394

事業所の名称

労働者の
費用負担

労働者派遣に関する料金額の平均額（円）　：　８時間／１日あたり

派遣労働者の賃金額の平均額（円）　         ：　８時間／１日あたり

¥28,367

事業所の所在地

実施主体方法

マージン率（小数点第２位以下を四捨五入） ％24.6

対象期間　

いっぱんざいだんほうじん　しぜんかんきょうけんきゅうせんたー

     東京都墨田区江東橋３丁目３番７号

教育訓練の種類

派遣前訓練及び安全衛生教育
（予定前業務内容の事前供与)

労働者の総数：対象期間末日時点（人）

        一般財団法人　自然環境研究センター

０３（６６５９）６０１３

派遣先の実数：対象期間末日時点（件） 3

10

賃金支給
状況

無派遣元有給off-JT

無

無

派遣元

無

派遣元

無

派遣元・派遣先

派遣先

ビジネスマナー研修

業務に必須とする
派遣労働者

対象者

派遣予定者

派遣予定者

派遣予定者
派遣労働者

派遣労働者

備考

派遣採用が決まり
着任前に1回

業務に必須とする
派遣労働者

GIS研修

射撃訓練

派遣労働者銃技能講習

派遣労働者賃金

75%

社会保険等

11%

有給休暇引当金

5%

派遣経費

1%

租税公課

5%

派遣元経費

2%
事業収益

0%

派遣料金の内訳


